
されない。   

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の  

基準並びに適所介護費等の算定力‘法（平成十二年厚生省告示第二十七  

号。以下「職員配置等基準」という。）の適用に関する平均利用者数  

等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まない  

ものとする。  

（6）定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について   

①／ト規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高  

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型適所介護、認知症対  

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に  

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所  

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護  

給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、定員超過利  
用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、  

適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の  

未然防止を図るよう努めるものとする。   

② この場合の鷺録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）  

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、  

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月  

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって  

は、小数点以下を切り上げるものとする。   

③ 利用者等の数が、職員配置等基準に規定する定員超過利用の基準に  
該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員  

超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所  
定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、定  

員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算  

定される。   

④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して  
は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過  

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指  
定の取消しを検討するものとする。   

⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、虐  
待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい  

ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で  

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め  

されない。   

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の  

基準並びに適所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七  

号。以下r通所介護費等の算定方法」という。）の適用に関する平均  

利用者数等の算定においては、入所等した目を含み、退所等した日は  

含まないものとする。  

（6）定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について   

① 小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高  

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型通所介護、認知症対  

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に  

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上申る利用者等を入所  

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護  

給付費の減額を行うこととし、適所介護費等の算定方法において、定  

員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところで  

あるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超  

過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。   

② この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）  

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、  

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月  

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって  

は、小数点以下を切り上げるものとする。   

③ 利用者等の数が、適所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用  
の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月  

から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ  

いて、所定単位数が嘩所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従  

って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常  

の所定単位数が算定される。   

④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して  
は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過  

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指  
定の取消しを検討するものとする。   

⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、虐  
待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい  
ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で  

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め  
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られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと  

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を  

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から  

所定単位数の減算を行うものとする。  

（7）常勤換算方法による職員数の算定方法について  

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤   

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数   

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、   

配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月   

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの   

とみなすこととする。  

（8）人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について   

① 認知症対応型適所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護  

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員  

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員  

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準  
において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにして  

いるところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するため  

の規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。  

② 人員基準上浦たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当  

該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終  

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又  

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、  

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす  
る。この平均利用者数等の算定に当たっては、／ト数点第二位以下を切  

り上げるものとする。   

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、  

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  
は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用  
者等の全員について所定単位数が職員配置等畢準に規定する算定方  

法に従って減算され、  

ロ ー割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如  

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数  

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと  

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を  

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から  

所定単位数の減算を行うものとする。  

（7）常勤換算方法による職員数の算定方法について  

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤   

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数   

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、   
配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月   

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの   

とみなすこととする。  

（8）人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について   

① 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護  

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員  

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員  

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の  

算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明ら  

かにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保  

するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるも  

のとする。   

② 人員基準上浦たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当  
該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終  

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又  

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、  

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす  

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切  
り上げるものとする。   

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、  

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  
は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用  
者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す  

る算定方法に従って減算され、  

ロ ー割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如  
が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数  
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が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される（ただし、  

翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。  

ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生  

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、  

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）  

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同  

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取  

り扱うこととする。   

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人  
員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所  

定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される  

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を  

除く。）。指定′ト規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門  

員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者  

が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同生活介  

護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置して  

いない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府：県（指  

定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修  

を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指定小  

規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定認知  

症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置  

し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、  
当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが  

確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象と  

しない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担  

当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方  

法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととす  

る。   

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、  
利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ  
ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す  
るものとする。  

（9）夜勤体制による減算について   

① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者  

が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される  

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合  

を除く。）。  
ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生  

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、  

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）  

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同  

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取  

り扱うこととする。   

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人  
員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所  

定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算  

される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている  

場合を除く。）。指定小規模多機能型居宅介護事業所における介護支  
援専門員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成  

担当者が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同  

生活介護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配  

置していない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府  

県（指定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、  

研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指  

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定  

認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに  

配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行  
い、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了するこ  

とが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対  

象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作  
成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算  

定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこと  

とする。   

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、  
利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ  
ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す  
るものとする。  

（9）夜勤体制による減算について   

① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者  

一7一   



生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の  

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜  

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規  

定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー  
ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介  

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。   

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ  
る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その  

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること  

とする。  

イ 夜勤時間帯（午後一○暗から翌日の午前五時までの時間を含めた  

連続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定す  

るものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める  

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合  

口 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員  

数に満たない事態が四日以上発生した場合   

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、（8）  

②を準用すること。この場合において「′ト数点第二位以下」とあるの  

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。   

④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行  
う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを  
検討すること。  

（10）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、  

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未滴の実  
績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者  

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド  

数の九○％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一  

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日  

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して  

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数  

で除して得た数とする。  

ロ 減床の場合には、滅床後の実績が三月以上あるときは、減床後の  
延利用者数を延日数で除して得た数とする。  

生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の  

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜  

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規  

定は、夜間の安全め確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー  
ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介  

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。   

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ  
る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その  

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること  

とする。  

イ 夜勤時間帯（午後－○暗から翌日の午前五時までの時間を含めた  

連続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定す  

るものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める  

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合  

口 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員  

数に満たない事態が凶日以上発生した場合   

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、（8）  

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの  

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。   

④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行  
う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを  
検討すること。  

（10）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、  

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実  

績しかない場合（前年度の実績が全くない 場合を含む。）の利用者  

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド  

数の九○％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一  

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日  

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して  

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数  

で除して得た数とする。  

ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の  
延利用者数を延日数で除して得た数とする。  
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（11）厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定  

夜間対応型訪問介護費及び小規模多機能型居宅介護費については、介   

護保険法第七十八条の四第凶項の規定に基づき市町村が独自に設定した   

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた   

めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生   

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬   

を算定できることとしている。この取扱いについては、平成十八年度中  

（11）厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定  

夜間対応型訪問介護費及び 小規模多機能型居宅介護費については、介   

護保険法第七十八条の四第四項の規定に基づき市町村が独自に設定した   

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた   
めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生   

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬   

を算定できることとしている。この取扱いについては、厚生労働大臣が   
認めた場合における夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護に   

係る指定地域密着型サービスに要する費用の額（平成十九年厚生労働省   

告示第二百十二号）に定めるとおりとする。  

（12）「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について   

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準J  

の活用について」（平成五年十月二十六日厚生省老人保健福祉局長老  

健第一三五号）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下  

「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定  

に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いるものとす  
五色＿   

② ①の医師の判定結果は、居宅サービス計画又は各サービスのサービ  

ス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認  
定等の実施について」（平成十八年三月十七日厚生労働省老健局長通  

知老発○三一七00一）に基づき、主治医が記載した同通知中「3 主  

に厚生労働大臣の認定その他の手続き等について検討し、実際の認定手  

続きを経た上で、平成十九年四月一日以降に算定する予定としている  

治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3．心身の状態  

に関する意見（1） 日常生活の自立度等について ・認知症高齢者  
の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の医師の  
判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとす  

旦且＿   

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が  

得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施lキ  

ついて」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2（4）認定調  

査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」9の  

「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。  

（13）栄養管理について  

今回の改定では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい   

て、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応   
じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた  
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栄養管理体制加算については草本サーギス費への包括化を行ったところ   

で蜘卵口算の算定状況等を踏草え、報酬体系の簡素化等   
の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄華状態の管   
理の重要性は変わらないものであるこ上から、麟引   

き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。  
2 夜間対応型訪問介護費  

（1）夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）と（Ⅱ）の算定  

夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は、オペレーションセンターサービスに相   

当する部分のみを基本夜間対応型訪問介護費として一月当たりの定額と   

する一方、定期巡回サービス及び随時訪問サービスについては出来高と   

したものである。基本夜間対応型訪問介護費については、夜間対応型訪   
問介護を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サ   

ービスの利用の有無を問わず算定することができる。また、定期巡回サ   
ービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、   

一回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、一   
回の訪問ごとに所定の単位数を算定することとなる。一方、夜間対応型   
訪問介護費（Ⅲ）は、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービ   

ス及び随時訪問サービスを全て包括して一月当たりの定額としたもので  

ある。  

オペレーションセンターを設置しない事業所については夜間対応型訪   

問介護費（Ⅲ）を算定することとなり、設置する事業所については夜間対   
応型訪問介護費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を選択することができることとしている。  

（2） 三級へ／瑚て  

2 夜間対応型訪問介護費  

（1）夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）と（Ⅱ）の算定  

夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は、オペレーションセンターサービスに相   

当する部分のみを基本夜間対応型訪問介護費として一月当たりの定額と   

する一方、定期巡回サービス及び随時訪問サービスについては出来高と  

したものである。基本夜間対応型訪問介護費については、夜間対応型訪   

問介護を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サ   

ービスの利用の有無を問わず算定することができる。また、定期巡回サ   
ービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、   

一回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、一   
回の訪問ごとに所定の単位数を算定することとなる。一方、夜間対応型   
訪問介護費（Ⅲ）は、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービ  

ス及び随時訪問サービスを全て包括して一月当たりの定額としたもので  

ある。  

オペレーションセンターを設置しない事業所については夜間対応型訪   

問介護費（Ⅲ）を算定することとなり、設置する事業所については夜間対   

応型訪問介護費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を選択することができることとしている。  

（2）夜間対応型訪問介護計画上三級ヘルパーの派遣が予定されている場合   

に三級へ／レパー以外の訪問介護員等により訪問介護が行われた場合の取  

D 三級ヘルパー仁妄り提供された指定夜間対応型訪問介護について  
は、卿対応型訪問  

介護費卿  

対応型訪問介護に従事している者喧？いては、最終的な周知及び円滑  

な移行を図る観点から、介謹福祉士の資格畢得又は二級ヘルパー研修  
等の受講をすべき旨を、指定夜間対応型訪問介護事業所が当該者に対  
潮斜こ限り、平成二十二年三月三十一日までの間は、夜  
間対応型訪問介護費の算定ができることとしたところである。従？  
て、斬、  
三級ヘルパーによる夜間対応型訪問介護費の算定は行うことができ  
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なくなろことに十分留意すること。  

②働第   

三十号醐〔「訪問介護員として雇用」と   

あるのは、登録型の輝護事業   

所に登録している場合を含むものとするし  

③働第   

一号において酬⊥   

電子メール等によることも差し支えないが、通知内容及び通知を行っ  

当該通知は単に事業  た事実について記録しなければな  らない。また   

該当するすべての三級ヘルパーに対  所内に掲示するものでは足りず   

し、個別に行うことを要するむのとする。なお、通知は原則として、  

平成二十一年四月末までに行うものとする  

星 夜間対応型訪問介護計画上、三級ヘルパードより指定夜間対応型透  

間介護が提供されることとされている場合に、事業所の事情により三  

級ヘルパー以外の訪問介護員等により指定夜間対応型訪問介護が提  

供される場合については、所定単位数に一00分の七○を乗じて得た  

単位数を算定すること。  

（3）二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護の取扱い等  

二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護について、随時訪問サ   

ービス費（Ⅲ）が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める夜間対応   

型訪問介護費にかかる単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三   

号）別表4の注イの場合としては、体重が重い利用者に排泄介助等の重   

介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、注ハの場合とし   

ては、利用者の心身の状況等により異なるが、一つの目安としては一月   
以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの   

通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。   

したがって、単に安全確保のために二人の訪問介護員等によるサービス   

提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同音を得て   

行った場合を除き、随時訪問サービス費（Ⅱ）は算定されない。  

な蚕⊥ 

には、所定単位数の一00分の七○に相当する単位数を算定する。  

（4）月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合   

① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終fの場合であっても、基本夜間対応  

型訪問介護費は日割り計算を行わない。このため、利用者が月の途中  

夜間対応型訪問介護計画上、三級ヘルパーが派遣されることとされてい   

る場合に、事業所の事情により三級ヘルパー以外の訪問介護員等旦き並遣   

旦塑 

数を算定すること。   

（3）二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護の取扱い等  

二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護について、随時訪問サ   

ービス費（Ⅲ）が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める夜間対応   

型訪問介護費にかかる単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三   

号）別表4の注イの場合としては、体重が重い利用者に排泄介助等の重   

介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、注ハの場合とし   

ては、利用者の心身の状況等により異なるが、一つの目安としては一月   

以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの   

通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。   

したがって、単に安全確保のために二人の訪問介護員等によるサービス   

提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て   

行った場合を除き、随時訪問サービス費（Ⅲ）は算定されない。  

派遣された二人の訪問介護員等がともにいわゆる三級ヘルパーである   

場合には、所定単位数の一00分の七○に相当する単位数を算定する。  

（4）月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合   

① 夜間対応型訪問介護費（1）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終了の場合であっても、基本夜間対応  

型訪問介護費は日割り計算を行わない。このため、利用者が月の途中  
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で別の夜間対応型訪問介護事業所に変更した場合には、それぞれの事  

業所において基本夜間対応型訪問介護費を算定できることとなる。   
② 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り  
計算して得た単位数を算定する。  

（5）夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用   

① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する事業所を利用している者につ  

いては、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は訪問介護サービスは出来高によ  
る算定であることから、他の訪問介護事業所のサービスを利用してい  

た場合でも、当該夜間対応型訪問介護事業所における定期巡回サービ  

ス費又は随時訪問サービス費及び他の訪問介護事業所における訪問介  

護費の算定をともに行うことが可能である。   

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅲ）を算定する事業所においては、定期巡回  
サービスを含めて一月当たりの包括報酬であることから、他の訪問介  
護事業所のサービスを利用していたとしても、当該他の訪問介護事業  

所における訪問介護費を算定することはできない。  

で別の夜間対応型訪問介護事業所に変更した場合には、それぞれの事  

業所において基本夜間対応型訪問介護費を算定できることとなる。   

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り  

計算して得た単位数を算定する。  

（5）夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用   

① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する事業所を利用している者につ  

いては、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は訪問介護サービスは出来高によ  

る算定であることから、他の訪問介護事業所のサービスを利用してい  

た場合でも、当該夜間対応型訪問介護事業所における定期巡回サービ  

ス費又は随時訪問サービス費及び他の訪問介護事業所における訪問介  

護費の算定をともに行うことが可能である。   

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅲ）を算定する事業所においては、定期巡回  

サービスを含めて一月当たりの包括報酬であることから、他の訪問介  

護事業所のサービスを利用していたとしても、当該他の訪問介護事業  

所における訪問介護費を算定することはできない。  

（6）二四時間通報対応加算の取壊い   

① 本加算は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に  

関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十抑埠密  
着型サービス基準」という。）牌こ規定するオペレーショ  
ンセンタ∵サービ卿時鞄帯を含む、当  

該事業所の営業時間（指定地域密着型サービろ基準第三○条第三号の  

営業時間をいう。）囲おし、て行う  

場合、所定単位数を算定するものである。   

② なお、本加算は、夜間対応型訪問介護を利用してい冬草であって、  

月中に串叫ンセンターサービスの利用を希望する者  

けついて算定するものとする。   

③ 本加算を算定する指定夜脚事業所は、利用者からの  

通報を受け、哩た場合は、f旨  

定訪問介護事業所に情報提供を行うこととする淵情報提供を受け  
卿額の算定  

に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）別表1のイ、ロ及び  

ハの注1卿ビス計画において計画  
的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合」  

の取扱いに従い、必要な指定訪問介護を行うこと。したがって、利用  

ドー   
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者は、指定夜間対応型訪問介護事業所と連携体制をとっている指定訪  

問介護事業所（複数の事業所と連携体制をとっている場合にあっては  

その全ての事業所）と事前にサーヒ1の利用に係る契約を終結してお  

く必要があるものである。  

④灘定する指定夜間対応型訪問介護事業所は、緊急の訪問が   
必要と判断される場合において、対応が可能となるよう、指定訪問介   

護事業所の具体的な対応体制について定期的に把握しておく必要があ   

る。なお、この掛合の指定訪問介護事業所については、複数でも差し  
同一法人の経営する事業所でも差し支えない。  支えなく  

諺 本加算対象となる利用者については、夜間の同居家族等の状況の把  

握に加え、日中の同居家族等の状況及び在宅サービスの利用状況等を  
新たに把握するこL   

オペレーションセンターにおいては  利用者からの通幸酎こついて、  

対応日時、通報内容、脚こついて記録すること。  

（7）叶ビス提供体制強化加算の取扱い   

（D 研修について  

訪問介護 員等ごとの「研修計画」叫刑こおける  

サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施  

のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等について個  

別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた言十画を  

策定しなければならない。  

② 会議の開催について  

「利用者に関する情報若しくはサーヒ爛こ当たっての留意事項   
の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等   

の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提   

供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならな   

い。7細会して開催－する必要はな   

く、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。   

会議の開催状況については、その概要を記録しなければならなし、。な   

お、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。  
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事   

項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を   
含め、記載しなければならない。   

・利用者のÅDLや意欲   

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  
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∵家族を含む環境   

・前回のサービス提供時の状況   

・その他サービス提供に当たって必葵な室塁  

（卦 健康診断等について   

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施すること   
が義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等   

も含めて、㈱年以内ごとに一・回、事業主の費用負担により   
実施しなければならない。采㈱こあっ   

ては、少なくとも一年以内に当該健康診断等が実施されることが計画   

されていることをもって足りるものとす旦」  

④ 職員の割合の算出に当たっては、輝こより算出した前年   

度（三月■を除く。）瑚   
年度の一年間及び平成二十二年度以降の前年度の実績が六月に満たな   

い事業所（新たに事業を開始し又は再開した事業所を含む。）につ   
いては、㈱算   
出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し   
又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるもので  

あること。   

なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各   

月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者と   

すること。  

⑤㈱こおいても、   
直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しな   
ければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、   
所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出   
しなければならない。  

」J‾  

3 認知症対応型適所介護費  

（1）所要時間による区分の取扱い  

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対   
応型適所介護計画に位置づけられた内容の認知症対応型通所介護を行う   

ための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサ   

ービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常   

の時間を超えて事業所にいる場合は、認知症対応型通所介護のサービス   

が提供されているとは認められないものであること。したがって、この   

場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定さ  

3 認知症対応型通所介護費  

（1）所要時間による区分の取扱い  

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対   

応型適所介護計画に位置づけられた内容の認知症対応型通所介護を行う   

ための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサ   
ービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常   

の時間を超えて事業所にいる場合は、認知症対応型通所介護のサービス   

が提供されているとは認められないものであること。したがって、この   
場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定さ  
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れるものであること（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」  

サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない）。  

また、ここでいう認知症対応型通所介護を行うのに要する時間には、送  
迎に要する時間は含まれないものであること。   

これに対して、認知症対応型適所介護計画上、六時間以上八時間未満  
の認知症対応型通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況か  

ら、五時間の認知症対応型適所介護を行った場合には、六時間以上八時  
間未満の認知症対応型適所介護の単位数を算定できる。   

なお、同一の日の異なる時間帯に二以上の単位（指定地域密着型サー  

ビス基準第四十二条に規定する指定認知症対応型適所介護の単位をい  

う。以下同じ。）を行う事業所（指定地域密着型サービス基準第凶十二  

条に規定する単独型・併設型指定認知症対応型適所介護事業所に限る）  

においては、利用者が同一の日に複数の指定認知症対応型適所介護の単  

位を利用する場合には、それぞれの認知症対応型通所介護の単位につい  

て所定単位数が算定されること。  

れるものであること（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」   

サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない）。   

また、ここでいう認知症対応型適所介護を行うのに要する時間には、送   

迎に要する時間は含まれないものであること。  

これに対して、認知症対応型適所介護計画上、六時間以上八時間未満   

の認知症対応型通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況か   

ら、五時間の認知症対応型適所介護を行った場合には、六時間以上八時   

間未満の認知症対応型適所介護の単位数を算定できる。  

なお、同一の日の異なる時間帯に二以上の単位（指定地域密着型サ岬   

ビスの事業御室（平成十ノし牛厚生労働省   
令第三十四号。以下丁指定地域密着型サービス基準」という。）第四十   

二条に規定する指定認知症対応型適所介護の単位をいう。以下同じ。）   

を行う事業所（指定地域密着型サービス基準第凶十二条に規定する単独   

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所に限る）においては、利用   

者が同一の日に複数の指定認知症対応型通所介護の単位を利用する場合   

には、それぞれの認知症対応型適所介護の単位について所定単位数が算   

定されること。  

（2）二時間以上三時間未満の認知症対応型適所介護を行う場合の取扱い  

二時間以上三時間未満の認知症対応型適所介護の単位数を算定できる   

利用者は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病   
後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある   

者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困   

難な者（二十三号告示第二十一号）であること。なお、二時間以上三時   

間未満の認知症対応型通所介護であっても、認知症対応型適所介護の本   

来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、   

利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓   

練等が実施されるべきものであること。  

（3）六時間以上八時間未満の認知症対応型適所介護の前後に連続して延長   

サービスを行った場合の加算の取扱い  

延長加算は、所要時間六時間以上八時間未満の認知症対応型通所介護   

の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、二時間を限度   

として算定されるものであり、例えば、   

① 八時間の認知症対応型適所介護の後に連続して二時間の延長サービ  

スを行った場合   

② 八時間の認知症対応型通所介護の前に連続して一時間、後に連続し  

（2）二時間以上三時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合の取扱い  

二時間以上三時間未満の認知症対応型通所介護の単位数を算定できる   

利用者は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病   
後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある   

者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困   

難な者（二十三号告示第二十一号）であること。なお、二時間以上三時   

間未満の認知症対応型適所介護であっても、認知症対応型適所介護の本   

来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、   

利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓   

練等が実施されるべきものであること。  

（3）六時間以上八時間未満の認知症対応型適所介護の前後に連続して延長   

サ・－ビスを行った場合の加算の取扱い  

延長加算は、所要時間六時間以上八時間未満の認知症対応型適所介護   

の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、二時間を限度   

として算定されるものであり、例えば、   

① 八時間の認知症対応型適所介護の後に連続して二時間の延長サービ  

スを行った場合   

② 八時間の認知症対応型適所介護の前に連続して一時間、後に連続し  
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㌣   

て一時間、合計二時間の延長サービスを行った場合には、二時間分の  

延長サービスとして－00単位が算定される。  

また、当該加算は認知症対応型適所介護と延長サービスを通算した  

時間が八時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、   

③ 七時間の認知症対応型通所介護の後に連続して二時間の延長サービ  

スを行った場合には、認知症対応型通所介護と延長サービスの通算時  

間は九時間であり、一時間分（＝九時間一八時間）の延長サービスと  

して五○単位が算定される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこと  
が可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定  

されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を  
置いていること。  

（4）個別機能訓練加算の取扱い   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）  

は、一日一二○分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療  
法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、  
例えば、一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場  

合は、その曜日におけるサービスのみが当該加算の算定対象となる。  
ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定め  

られ、ノ利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。な  

お、認知症対応型通所介護事業所の看護職員が加算に係る機能訓練指  

導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、認知症対応型適  

所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、認知症対応型通所介護におい ては、個別機能訓練計画に相当す  

る内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載  

をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ  

と。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三か月後に一回以上利  

て一時間、合計二時間の延長サービスを行った場合には、二時間分の  

延長サービスとして一00単位が算定される。  

また、当該加算は認知症対応型通所介護と延長サービスを通算した  

時間が八時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、   

③ 七時間の認知症対応型適所介護の後に連続して二時間の延長サービ  

スを行った場合には、認知症対応型通所介護と延長サービスの通算時  

間は九時間であり、一時間分（＝九時間一八時間）の延長サービスと  

して五○単位が算定される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこと  
が可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定  

されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を  
置いていること。  

（4）個別機能訓練加算の取扱い   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）  

は、一日 
法士等を一名以上配置して行うものである土と。この場合において、  

例えば、一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場  

合は、その曜日におけるサービスのみが当該加算の算定対象となる。  

ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定め  

られ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。な  
お、適所介護事業所の看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に  

従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護  
職員としての人員基準の算定に含めない。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、認知症対応型通所介護においては、個別機能訓練計画に相当す  

る内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載  

をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ  

と。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三か月後に一回以上利  
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用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者によ  

り閲覧が可能であるようにすること。  

（5）入浴介助加算の取扱い  

認知症対応型適所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む   

介助を行う場合について算定されるものである（二十三号告示第二十二   

号）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助   

のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のため   

に、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のため   
の声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接   
接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるもので   

あること。  

また、認知症対応型適所介護計画上、入浴の提供が位置付けられてい   

る場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合にづいて   

は、加算を算定できない。  

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者によ  

り閲覧が可能であるようにすること。  

（5）入浴介助加算の取扱い  

認知症対応型通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む   

介助を行う場合について算定されるものである（二十三号告示第二十二   

号）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助   

のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のため   

に、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のため   

の声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接   
接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるもので   

あること。  

また、認知症対応型適所介護計画上、入浴の提供が位置付けられてい   

る場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合について   
は、加算を算定できない。  

（6）神性認知症利用者受入加算  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を   

中心に、聯ビス提供を行うこと。  

（7）栄養重量加算の取扱い   

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごと  
に行われるケアマネジメントの一一環として行われることに留意するこ  

と。   

② 管理栄養士をⅥ一名以上配置して行うものであること。   

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、以下のイからこのいずれ7川こ  

該当する者など低栄養状態にある者又はそのおそれがある者であっ  
て、脚ビスの提供が必要と認められる者とすること。  

（6）栄養マネジメ  ント加算の取扱い  

① 栄養マネジメント加算の  算定に係る栄養改善サービスの提供は、利   

用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留   

意すること。  

② 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  

③ 栄養マネジメント加算を算定できる利用者は、BMIが標準を大き   
く下回る者、体重の減少が認められる者、栄養面や食生活上に問題の   

ある者など、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とするこ   

と。  イ BMIが一八  五未満である者  

戸 一～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支   

援事業の実施について」（平成十八年六月九日老発○六○九OC上   

厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストのNo．11  

の項目が「1  に該当する者  

ハ 鋸青アルブミン値が二三・五g／dl以下である者  

二僻と（七五％以下）である孝  
明又はそのおそれがあると認められる者  
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なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのい  
ずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。  

・ 創隊及び摂食・喋下機能の問題（基本チェックリーストの口月空   

機能に関連する（13）、（14）、（15）のいずれかの項目において   

「1」に該当する者などを含む。）  

・ 生活機能の低下の問題  

・ 裾癒に関する問題  

・食欲の低下の問題  

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連  

に該当する  （17）のいずれかの項目において   する（16）  

者などを含む。）  

認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）  

に該当する者など  （20）のいずれかの項目において「1   （19）  

を含む。）  ・凋）（21）か  
ら（25）の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを  

含む。）  

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経   

てなされる。   

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。   

ロ 利用開始時に管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その  

他の職種の者（以下「関連職種」という。）が暫定的に、利用者ご  

との摂食・嘩下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する   

解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行   

い、栄養食宰相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解  

決すべき栄養管理上の課題等に対し関連職種が共同して取り組むべ  

き事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケ  

ア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその   

家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護   

においては、栄養ケア計画に相当する内容を認知症対応型通所介護   

計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成  

に代えることができるものとすること。   

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サ  

ービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点が  
あれば直ちに当該計画を修正すること。  

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経   

てなされる。   

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。   

ロ 利用開始時に管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その  

他の職種の者（以下「関連職種」という。）が暫定的に、利用者ご  

との摂食・喋下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する  

解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行  

い、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解  

決すべき栄養管理上の課題等に対し関連職種が共同して取り組むべ  

き事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケ  

ア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその  

家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護  

においては、栄養ケア計画に相当する内容を認知症対応型通所介護  

計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成  

に代えることができるものとすること。   

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サ  

ービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点が  
あれば直ちに当該計画を修正すること。  
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ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況  
を検討し、概ね三か月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評  
価を行い、その結果を担当介護支援専門員や利用者の主治の医師に  

対して情報提供すること。   

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基   

準（平成iむ年厚生労働省令第旦生＿号）第旦L条において準用する第   

呈旦条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケ  

ア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場   

合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用   

者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。   

⑤ 概ね三か月ごとの評価の結果、次のイからハのいずれかに該当する  

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況  
を検討し、概ね三か月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評  

価を行い、その結果を担当介護支援専門員や利用者の主治の医師に  

対して情報提供すること。   

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基  
準（平成土△年厚生労働省令第三土些号）第玉土二条において準用  

する第三土条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごと  

の栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記  

録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のた  

めに利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとするこ  

と。  
⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当す   

る者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことによ   

り、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、壁塵   

的に栄養改善サービスを提供する。  

者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、  

栄養改善の効果が期待できるとサービス担当者会議等を通じて認めら  

れるものについては、引き続き算定することが可能であること。  

イ BMIが概ね一八・五未満の者又はサービス提供期間中に、概ね  
三％以上の体重減少が認められる者  

口 健康診査等の結果が活用できる場合については、血清アルブミン  

値三・五g／dl以下である者、活用できない場合については、管理  

栄養士による情報収集の結果、家庭等における食事摂取に係る問題  

が解決していないと認められる者  

ハ 経腸栄養法又は静脈栄養法を行っている者であって、経口摂取へ  
の移行の可敵性がある者など、引き続き管理栄養士による栄養管理  

が必要と認められる者  

〔a 口腔機能向上加算の取扱い   

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、  

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに  

留意すること。   

② 言語聴覚土、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うもの  

であること。   

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、口腔清潔に問題のあろ孝、  
摂食・嘩下機能に問題のある者など、［コ腔機能向上サービスの提供が  

必要と認められる者とすること。刈田削こよって  

娃、［］腔機能向上サーヒ坤こおける対応がより適  

切である場合も想定されることから、その疑ヤ、がある場合は、ケアマ  

〔弘 口腔機能向上加算の取扱い   

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービろの提供には、  

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに  

留意すること。  

② 言語聴覚土、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うもの  

であること。   

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいず  

れかに該当する者であって、［］腔機能向上サ瑚、要と認  
やられる者とすること。  

イ髄青潔の三項目のいずれ  

かの項目において「1」以外に該当する者  
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「   

ロ斬（15）   
の三項目のうち、二項目以上が「1」に該当する者   

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者  

碑こよるより   

も、医療における対応がより適切である場合も想定されることから、  
必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師っ   
の情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、   
歯科医療を受診している場合であって、坤こ該   

当する場合にあっては、加算は算定できないむ   

イ働こ掲げる摂食機能療法を算  

定している場合   

口働こ掲げる摂食機能療法を算  

定していない場合であって、介護保険の口月空機能向上サービスとし  

て「摂食・礁下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行ってい  

ない場合  

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順   

を経てなされる。   

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。   
ロ 利用開始時に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生   

活相談員その他の職種の者（以下「関連職種」という。）が利用者  

ごとの口腔清潔、摂食・礁下機能に関する解決すべき課題の把握を   
行い、関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能   

改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導  
計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はそ   
の家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型適所介   
護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を認知症  
対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔  
機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとするこ  

と。   

ハ ロ腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が利用者ごと   

に口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善計  

画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能  
の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、そ  

の結果を担当居宅介護支援員や主治の医師、主治の歯科医師に対し  

ネジャーを通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨  

などの適切な措置を講じることとし、その場合については、加算は算  

定できないこととする。  

金 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順   

を経てなされる。   

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。   

ロ 利用開始時に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生  

活相談員その他の職種の者（以下「関連職種」という。）が利用者  

ごとの口腔清潔、摂食・嘩下機能に関する解決すべき課題の把握を  

行い、関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能  

改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導  

計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はそ  

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介  

護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を認知症  

対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔  

機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとするこ  

と。   

ハ ロ腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が 利用者ごと  

に口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善計  

画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能  
の状況を検討し、概ね三む月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、  

その結果を担当居宅介護支援員や主治の医師、主治の歯科医師に対  
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て情報提供すること。   

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基   

準第玉土二条において準用する第三土条に規定するサービスの提供   

の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理計画に従い言語聴覚   

士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録す  

る場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用  

者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。  

昼 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ、ロのいずれかに該当する者で   

あって、継続的に歯科衛生士等がサービス提供を行うことにより、口   
腔機能の向上の効果が期待できると認められるものについては、垂墜塵   

的に口腔機能向上サービスを提供する。   

イ照食事摂取等の口腔機能の低下  

が認められる状態の者   

口漱スを継続しないことにより、口月空機能が著しく低下す  

るおそれのある者  

して情報提供すること。   

ホ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基   

準第旦L条において準用する第呈旦条に規定するサービスの提供の記  
録において利用者ごとの口腔機能改善管理計画に従い言語聴覚士、  

歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場  

合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の  

口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。  

⑤ 概ね三か月ごとの評価の結果、次のイ、ロのいずれかに該当する者   
であって、継続的に歯科衛生士等がサービス提供を行うことにより、   

口腔機能の向上の効果が期待できるとサービス担当者会革等を通じて   

認められるものについては、引き続き算定することが可能であるこL   

イ働ストが三回未満など、嘩下が困難と認められる状   

遊里畳   

口牒こよる口月空清掃が困難であ  

り、かつ、榔介護員等に対  

する指導も不十分であることなどから、口腔衛生上の問題を有する   

董  

（9）サービス提供体制線化加算の取扱い   

① 2（7）④及び⑤を準用する。   

②㈱  

とする。㈱月における勤続年数三年以上の  

者とは、平成二十朝  

者をい㌔   

③働刑こおける勤務年数に加え、  

同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等  

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を  

含めることができるものとする。   

④灘吉  

相談員、楓行う職  

員を指すものとする。   

⑤調剤こおいて介護予防認知症対応型通所介護を一体自引こ行  

っている場合においては、脚  

立弘人員基準を満たさない状況で提供された認知症対応型適所介護  

指定地域密着型サービス基準第四十二条又は第四十五条に定める員数   

の看護職員又は介護職員が配置されていない状況で行われた認知症対応  

＆ 人員基準を満たさない状況で提供された認知症対応型適所介護  

指定地域密着型サービス基準第囚十二条又は第四十五条に定める員数   

の看護職員又は介護職員が配置されていない状況で行われた認知症対応  
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型通所介護については、所定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位  

数を算定するものとする（通所介護費等の算定方法第六号口及びハ）。  
従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠した場合等も含まれる。  
ただし、市町村は、従業者に欠員が生じている状態が一か月以上継続す  

る場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するもの  
とする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情  
がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。  

型通所介護については、所定単位数に一00分の七○を乗じて得た単位   

数を算定するものとする（厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看   

護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生   

省告示第二十七号。以下「職員配置等基準」という。）第六号口及びハ）。   

従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠した場合等も含まれる。   

ただし、市町村は、従業者に欠員が生じている状態が一か月以上継続す   

る場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するもの  

とする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情   

がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。  

4 小規模多機能型居宅介護費  

小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登   

録した者について、登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算   

定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、   

登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登   

録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。   

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が′ト規模多機能型居   

宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいず   

れかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」と   

は、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した   

日とする。   

制度上は週一回程度の利用でも所定点数の算定は可能ではあるが、利用   

者負担等も勘案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営   
推進会議に通いサービス等の回数等を報告し、適切なサービス提供である   

かどうかの評価を受けることが必要となるものである。  

4 小規模多機能型居宅介護費  
（1）基本報酬の算定について   

小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登   

録した者について、登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算   

定する。月途中から鷺録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、   

登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登   

録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。   

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が′ト規模多機能型居   

宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいず   

れかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「鷺録終了日」と   

は、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した   

目とする。  

♭－   

（2）サービス提供が過少である蓼倉功吸掛こついて   

①側たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイからロまで  

の方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数  

に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、七を乗ずるこ  

とによって算定するものとする。  

なお、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて  

受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防′卜規  

模多機能型居宅介護の事業とが同瑚体的に運営さ  

れている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居  

宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス提供回数  
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を合算し、また、指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模  
多機能型居宅介護のそれぞれの聯  

イ 通いサービス   

一人の利用者が一目に複数回通いサービスを利用する場合にあっ   

ては、複数回の算定を可能とする。  
ロ 訪問サービス  

一回の訪問を一回のサービス提供として算定すること。なお、指   
定小規模多機能型居宅介護の訪問サーヒ瑚、   

ため、利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合で   

も、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。  

ハ 宿泊サービス  

宿泊サーヒ叩こと。ただ  

し、通いサービスに引き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞ  

れを一回とし、計二回として算定すること   

②御利用  

開始日の前日以前又は利用終了日の翌日以降の目数については、①の  

日数の算定の際に控除するものとすること。瑚合の  

入院目（入院初日及び退院日を除く。）についても同様の取扱いとす  

旦旦＿   

③即こ  

は、事業所に対し適切なサービスの提供を指導するものとする。  

（3）認知症加算の取扱い   

① ㈱引こ支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら  

れることから介護を必要とする認知症の者」とは、巨働告白立度の  
ランクⅢ、ⅠⅤ又はMに該当する者を指すものとする。   

② 脚割こよる日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」  

とは、日常生活自立度のランクⅢに該当する利用者を指すものとす翫  

や）事業開始時支援加算の取扱い   

①牒（指定の効力が発生する日をいう。）の  

属する月をいうものと  する。  

岬〉「登録者の数」とは、指定小規模多機能型居宅  

介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護のそれぞれの葡録者数   

を合算した数をい㌔  

卿定月の末日時点にお   

いて、卿上となっていなし「ことをいうものである。  
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十以上となったこ  ③ 登録者の数が過去に一度でも登録定員の百分の八  

と碗  

ても、当該加算の算定はできないものであるL   

＠ 当該加算は、区分支給限度額から控除するものである0  

（5）サービス提供体制加算の取扱い、   

① 2（7）①、②、④及び⑤並びに3（9）②、③及び⑤を準用することL   ② 7頼  
介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれる軋  

請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に催事している時間を用  
いても差し支えない。  

5 認知症対応型共同生活介護費  

（1）短期利用共同生活介護費について  

短期利用共同生活介護については、厚生労働大臣が定める施設基準（平   
成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第十八号   
に規定する基準を満たす指定認知症対応型共同生活介護事業所において   

算定できるものである。  

同号ロ（2）の要件は、事業所に求められる要件であるので、新たに指定   
認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合に、他の指定認知症対   
応型共同生活介護事業所において三年以上の経験を有する者が配置され   

ていたとしても、当該事業所として三年以上の期間が経過しなければ、   
短期利用共同生活介護費を算定することはできないものである。  

同号ロ（5）に規定する「短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分   
な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門   
課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは認   

知症介護指導者養成研修を修了している者とする。  

5 認知症対応型共同生活介護費  

（1）短期利用共同生活介護費について  

短期利用共同生活介護については、厚生労働大臣が定める施設基準（平   
成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第十八号   
に規定する基準を満たす指定認知症対応型共同生活介護事業所において  

算定できるものである。  

同号ロ（2）の要件は、事業所に求められる要件であるので、新たに指定   
認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合に、他の指定認知症対   

応型共同生活介護事業所において三年以上の経験を有する者が配置され   

ていたとしても、当該事業所として三年以上の期間が経過しなければ、   

短期利用共同生活介護費を算定することはできないものである。  
同号ロ（5）に規定する「短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分   

な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門   
課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは認   

知症介護指導者養成研修を修了している者とする。  

なお、認知症対応型共同生活介護の短期利用については、昨年より構   
造改革特区において行われてきたところであるが、認定特区計酎こ掲げ   

ちれた事業所であって、瑚   

ては、事業の継続が円滑に行われるよう措置することとする。具体的拉   

は、本年三月末までに、実際の利用者の有無に関わらず、利用料金を遡   
らかにするなど本事業を開始していると認められるものであれば、本年   
四月以降、同号ロ（2）の三年経過要件は不問とし、同号ロ（5）の研修室僅  
については一年以内の間に受講すれぼよいこととする。  

ド   

間ケア加  について  

当該加算は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の一の共同生鱒煙  
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屠甚つき、夜間及び深夜の時間帯を通じて一の介護従事者を配置してい   

る場合において、それに加えて常勤換算方法で一以上の介護従業者を配   
置した場合に算定するも哩全ての開所引こおいて、   

夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとす   

る且＿  

こ 

①「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の降割こ  

伴う、毒紳 ・暴言等の症状を指すものである。   

②本加算は、利用割こ「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急   

頗、要であると医師が判断した場合であっ   

て、介護支援専P頼産   
額の同意の上、指定認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場全   
に算定することができる。嘩   
’L⊥ニ 

この際、短期利用共同生活介護ではなく、医療機関における対応が  
必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の  

紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取  
り計らう必要がある。   

③凍短期利用引責介護の利用を開始した場合に  

は、当該加算は算定できないものであること。  

a 病院又は診療所に入院中の者  

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所  

中の者  

砲償、  

特定施設入居者生活介護、御所療養介護及  
び短期利用共同生活介護を利用中の者   

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておく  

H。また、事業所も判断を行った日時、医師名、及び利用開始に当  
たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。   

⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行  
動噛平  

価したものであるためであり、利用開始後八日目以降の短期利用共同  
生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意するこL  

（4）働こついて  
3の（6）を準用する。  
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（5）看取り介護加算について   

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基  
づき回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を本人又  

はその家族に対して説明し、その後の療養方針についての合意を得た  

場合において、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又  
はその家族に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を  

しながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援すること  

を主眼として設けたものである。   

② 看取り介護加算は、二十三号告示第三十九号に定める基準に適合す  
る看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて三○  

日を上限として、指定認知症対応型共同生活介護事業所において行っ  

た看取り介護を評価するものである。  

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入  
院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該指定認  

知症対応型共同生活介護事業所において看取り介護を直接行っていな  

い退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。  

（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が三○日以上  

あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。）   

③ 指定認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月  

が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまと  

めて算定することから、利用者側にとっては、事業所に入居していな  
十、月についても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居  

等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加  
算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同  

意を得ておくことが必要である。   

＠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して  

利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必  

要であり、欄わりの  

中で、利用者の死亡を確認することができる。  

なお、麟行う観点から、事業所が入院する医療機  

関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対し  

て本人の状態を伝えることについて、退居等の際、瑚こ対  

⊥二運凸．二∑⊥」上且＿＝ユり 

⑤ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭  
で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載すると  

一品   
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ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。   

また、珊終し   

ても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利   
用者の状態等に応じて随時、㈱こ対する看取り介護について相談   

し、瑚看］簸り   
介護加算の算定は可能である。  

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保される   

よう、輝こ、本  

人の状態や、御こもかかわらず来てもらえなかった   

旨を記載しておくことが必要である。   

なお、卿こ考えることは極めて重   

要であり、事業所としては、一度連絡を取って来てくれなかったとし  
ても、卿認しなが   

ら介護を進めていくことが重要である。  

参 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の  

介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用  

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう   

にするという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に鑑み、一月に  

二人以上が看取り介護加算を算定することが常態化することは、望ま   

しくないものであること。  

（訟 初期加算について  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、「「認知症老人高齢   

者の日常生活自立度判定基準」御（平成五年十月二十六   

旦老健第百三十五号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基  

〔姐 初期加算について  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度のラ   
ンクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去－一一月問とする。）の間に、   
当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。  

準」という  ）によるランク  Ⅲ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一   
月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算   

定できることとする。  
（迫 医療連携体制加算について  

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、   

可能な限り継続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続   

できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となっ   

た場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する   

ものである。   

（旦 医療連携体制加算について  

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、   

可能な限り継続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続   

できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となっ   

た場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する   

ものである。  

したがって、   

① 利用者の状態の判断や、指定認知症対応型共同生活介護事業所の介  

し7こかつ▼し、  

① 利用者の状態の判断や、  指定認知症対応型共同生活介護事業所の介  

一27－   



護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であ  

ることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加  
算は認められない。   

② 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を  

活用する場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員と  

他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。   

③ 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとし  

ては、  

・利用者に対する日常的な健康管理  

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）と  
の連絡・調整  

・看取りに関する指針の整備  

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保   

することが必要である。  

なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における   

対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期にお   

ける医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対   

応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考   

え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する   

指針、などが考えられる。  
また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問者護ステーシ   

ョンを利用することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療   

報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であ   

ることについては、これまでと変わらないものである。  

（8）退居時相談援助加算について   

①灘  

a御割引こ関する相談援助  
b 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目  

的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退居する者の介助方法に関する相談援助   

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであるこ  

上．．」  

a 退居して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応  

護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であ   

ることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加   

算は認められない。  

② 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を   

活用する場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員と   

他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。  

③ 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとし   

ては、  

・利用者に対する日常的な健康管理  

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）と  

の連絡・調整   

・看取りに関する指針の整備   

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保  

することが必要である。   

なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における  

対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、（D急性期にお  

ける医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対  

応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考  

え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する  

指針、などが考えられる。   

また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーシ  
ョンを利用することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療  

報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であ  

ることについては、これまでと変わらないものである。  
■▲一   
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型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、特定施  

設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の利用を  

開始する場合  c側   
③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である言十画作成担当者、介護職  

員等が協力して行うこL   
④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも‥行うこと。   

⑤潮合は、相談援助を行った日及び相談援助  

の内容の要点に関する記録を行うこL  

（9）認知症専門ケア加算について  

① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら   

れることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常封告白立度の   

ランクⅢ、ⅠⅤ又はMに該当する利用者を指すものとする。  

②朝「認知症介護実践者等養   

成事業の実施について」潮○   

勝ド「認知症介護実践者等養成事業   

の円滑な運営について」（平成十八年三月三十一日老計第○三三一0   

0七号厚生労働省計画課長通知）㈲ダ   
ー研修」を指すものとする。  

③側「認知症介護実践   

者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の   

円滑な運営について」脚）「認知症介護指導者研修」を指すも   

のとする。  

（10）サービス提供体制強化加算について   

①側臥、3（9）②、③及び⑤並びに4（5）②を準用すること。   

②灘介護を利用者に直接提供する職員とは、  

介護従業者として勤務を行う職員を指すものとする。  

6 地域密着型特定施設入居者生活介護費  

（l）その他の居宅サービスの利用について  

地域密着特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー   

ビスの利用については、地域密着型特定施療入居者生活介護費を算定し   

た月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理   

指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。   

ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、  

当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービ  

6 地域密着型特定施設入居者生活介護費  
（1）その他の居宅サービスの利用について  

地域密着特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー  

ビスの利用については、地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定し   

た月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理   

指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。   

ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、  

当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービ  
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スを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居して   

いる月の当初は地域密着型特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き   

入居しているにも関わらず、月の途中から地域密着型特定施設入居者生   

活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サ   

ービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。   

なお、入居者の外泊の期間中は地域密着型特定施設入居者生活介護は算   

定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域   

密着型特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一   

部を、当該地域密着型特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委   
託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託してい   

る場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委   

託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させ   

ることができる 。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令   

を行えることが必要である。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  
従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練  
計画に相当する内容を地域密着型特定施設サービス計画の中に記載す  

る場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが  

できるものとすること。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利  
用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該地域密着型特定施設の個別機能訓練  

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。  

スを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居して   

いる月の当初は地域密着型特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き   

入居しているにも関わらず、月の途中から地域密着型特定施設入居者生   

活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サ   

ービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。   

なお、入居者の外泊の期間中は地域密着型特定施設入居者生活介護は算   

定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域   

密着型特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一   

部を、当該地域密着型特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委   

託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託してい   

る場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委   

託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させ   

ることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令   

を行えることが必要である。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）にらいて  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  
従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  
標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練  
計画に相当する内容を地域密着型特定施設サービス計画の中に記載す  

る場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが  

できるものとすること。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利  
用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該地域密着型特定施設の個別機能訓練  

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。  

（3）医療機関連携加算について  
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（D 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号において   

「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以下この号にお   

いて「情報提供日」という。）前三十日以内において、地域密着型特   

定施設入居者生活介護を算定した日が十四日未満である場合には、算   

定できないものとする。  

・② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。  

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定地域密着型特  

定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及  

び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の曝供する情報の吋容  

について定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を捏   

供することを妨げるものではない。  

欄共日までの間にお   

いて、瑚利用者ご   

とに健康の状況について随時記録すること。  潤筆（FAXを   
含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機   

関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用   

者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を  

得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した  

場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。  

（聖 夜間看護体制加算について  

夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。  

「二四時間連絡体制」とは、地域密着型特定施設内で勤務することを   

要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合に   
は地域密着型特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも   

のである。具体的には、  
（D 地域密着型特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び  

看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール  

体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされてい  

ること。   

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護  

職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような  

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。   

③ 地域密着型特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、㊤  

及び②の内容が周知されていること。  

鎚 夜間看護体制加算について  
夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。   

「二凶時間連絡体制」とは、地域密着型特定施設内で勤務することを   
要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合に   
は地域密着型特定施設か らの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも   

のである。具体的には、   

① 地域密着型特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び  

看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール  

体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされてい  

ること。   

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護   
職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような  

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。   

③ 地域密着型特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②  

の取り決めが周知されていること。  
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④ 地域密着型特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異な  

る場合には、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行う  
とともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

といった体制を整備することを想定している。  
7 地域密着型介護福祉施設サービス費  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するために   

は、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ   

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要で   

あること（施設基準第二十一号）。  
（2）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において所定単位数   

を算定するための施設基準等について  
一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が地域密着型介護福   

祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護   
職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそ   

れぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必   

要である。また、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設がユ   

ニット型地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するた   

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユ   

ニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であ   

ること（施設基準第二十一号）。  
また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及   

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている   

ことが必要であること（夜勤職員基準第四号）。  
また、施設基準第二十一号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではない。  
（3）地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十二号に規定す  

る基準に従い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第二十二号イに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。  

④ 地域密着型特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異な  

る場合には、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行う  
とともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

といった体制を整備することを想定している。  

7 地域密着型介護福祉施設サービス費  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するために   

は、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ   

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要で   

あること（施設基準第二十一号）。  
（2）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において所定単位数  

を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が地域密着型介護福   

祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護   
職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそ   

れぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必   

要である。また、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設がユ   

ニット型地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するた   

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユ   

ニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であ  

ること（施設基準第二十一号）。  

また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及   

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている  

ことが必要であること（夜勤職員基準第国号）。  

また、施設基準第二十一号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであ、り、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではない。  

（3）地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十二号に規定す  

る基準に従い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第二十二号イに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。  
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ロ 施設基準第二十二号ロに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が二人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。   

ハ 施設基準第二十二号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年  

厚生労働省令第三十四号。以下「指定基準」という。）第百六十条第  
一項第一号イ（3）（i）（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット  
型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。   

施設基準第二十二号こに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

基準第百六十条第一項第一号イ（3）（辻）を満たすものに限るものとし、  

同（i）（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用す  

る場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」と  

いう。）の入居者に対して行われるものであること。  

（4）やむを得ない措置等による定員の超過  

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含   

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな   
り、所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を算定することと   

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一00分の一○五を乗   

じて得た数（入所定員が四○人を超える場合にあっては、利用定員にこ   

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に－00分の一   

○五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（通所介護   

費等の算定方法第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的   

かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必   

要があること。   

① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置  

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ  
た措置により当該指定地域密着型介護老人福祉施設において空床利用  

型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを  

ロ 施設基準第二十二号ロに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が二人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。   
ハ 施設基準第二十二号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年  

厚生労働省令第三十国号。以下「指定基準」という。）第百六十条第  

一項第一号イ（3）（i）（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット  

型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。   
ニ 施設基準第二十二号こに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

基準第百六十条第一項第一号イ（3）（止）を満たすものに限るものとし、  

同（i）（指定基準附則第十一一条第一項の規定により読み替えて適用す  

る場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」と  

いう。）の入居者に対して行われるものであること。  

（4）やむを得ない措置等による定員の超過  

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含   

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな   
り、所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を算定することと   

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に－00分の一○五を乗   

じて得た数（入所定員が囚○人を超える場合にあっては、利用定員にこ   

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一00分の一   

○五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（職員配置   

笠基準第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例   

的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある   

こと。   

① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置  

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ  

た措置により当該指定地域老着型介護老人福祉施設において空床利用  

型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを  
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一丁  

得ず入所定員を超える場合   

② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型介護老人福祉施  

設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より  

早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該  

施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。）   

③ 近い将来、指定地域密着型介護老人福祉施設本体に入所することが  

見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活  

を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に  

入所をすることが適当と認められる者が、指定地域密着型介護老人福  

祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される  

指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定地域密着型介護福  

祉施設サービスを受けることにより、地域密着型介護老人福祉施設の  

入所定員を超過する場合  

（5）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員又   

は看護職員の人員基準欠如等  
一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護福   

祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所   
定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分   

のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合   

に行われるものである。また、ユニット型地域密着型介護福祉施設サー   

ビス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の   
減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定   

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである   

こと（職員配置等基準第十号口及びハ）。  
なお、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型   

介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密着型介護福祉施設サービ   

ス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設   

全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。  

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット   

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所   

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ   
いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制   

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行   

われることとなる（夜勤職員基準第凶号）。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

得ず入所定員を超える場合   

② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型介護老人福祉施  

設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より  

早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該  

施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。）   

③ 近い将来、指定地域密着型介護老人福祉施設本体に入所することが  

見込まれる者がその家族が急速入院したことにより在宅における生活  

を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に  

入所をすることが適当と認められる者が、指定地域密着型介護老人福  

祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される  

指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定地域密着型介護福  

祉施設サービスを受けることにより、地域密着型介護老人福祉施設の  

入所定員を超過する場合  

（5）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員又   

は看護職員の人員基準欠如等 
一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護福   

祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所   
定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分   

のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合   

に行われるものである。また、ユニット型地域密着型介護福祉施設サー   

ビス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の   
減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定   

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである   

こと（通所介護費等の算定方法第十号口及びハ）。  
なお、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型   

介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密着型介護福祉施設サービ   

ス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設   

全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。  

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット   

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所   

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ   
いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制   

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行   

われることとなる（夜勤職員基準第四号）。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

r一   
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ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た   

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状   

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される   

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと   

する。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を   

除く。）  

（7）身体拘束廃止未実施減算について  

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ   

れていた場合ではなく、指定基準第百十八条第五項又は第百六十一条第   

五項の記録（指定基準第百十八条第凶項又は第百六十一条第五項に規定   

する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員   

について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っ   

ていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、   

事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報   

告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの   

問について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。  

（8）重度化対応加算について  

注5の重度化対応加算は、施設基準第二十四号において定める基準に   

適合しているものとして市町村長に届け出た場合に算定されるが、その   

取扱いについては、㈱こと。   

イ 「二四時間連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもので  
はなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設から  

の緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具凋相知こは、  

①働介護職員及び看護職員による協議の上、夜  

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た   

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状   

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される   

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと   

する。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を   

除く。）  

（7）身体拘束廃止未実施減算について  

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行わ   

れていた場合ではなく、指定基準第百十八条第五項又は第百六十一条第   

五項の記録（指定基準第百十八条第四項又は第百六十一条第五項に規定   

する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員   

について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っ   
ていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、   

事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報   

告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの   

間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。  

問における連絡・対応体制  （オンコール体制）に関する取り決め   

針やマニュアル等）の整備がなされていること。  

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看   
護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのよ   

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ   

し・＿＿  

③ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決めが   

周知されているこL  
④ 施設の看護職昌とオンコール対応の看護職員が異なる掛針こは、   

電話やFAX等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、   

むコール体制終了日引こも同‡様の引継を行うこと。  
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といった体制を整備することを想定している。  

ロ働   

専門員等による協議の上、鰍＝こ関すが旨針」が定められている   
ことが必要であり、醐十に盛り込むべき項目としては、例えば、当   

該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過（時期、プロセス毎L   

の考え方、施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、   

医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との言古し合いや同意、意   

思確認の方法、脚  

ハ制定している介護老人福祉施設においては、常時   

継続的に医学的な管理が必要と医師が認めた者の受入まで求めるもの   

ではないが、車昨（例えば胃ろうの者等）の受   

入を正当な理由なく断らないことが必要である。  

（8）日常生活継続支援加算について  

l⊥土jい∴＿」ユニ．起とむ二≒長生蕪拉」虫聖二こユ盤上盛il三遷史且±違三三出土二  
入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を  
手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常  
生活を継続することができるよう支援することを評価するものであ  

皇＿L   

② 個別こ支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら  
れることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは、日常生  

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者をい㌔   

③ 要介護四又は五の者の割合及び、日常生活に支障をきたすおそれの  

ある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症  

の入所者の割合については、締  

また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間のこ  
れらの割合がそれぞれ所定卿これ  

らの割合については、碑  
場合については、直ちに訪問適所サービス通知第一の5の届出を提出  

しなければならない。  

彰 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出す   

る際の入所者数については、第二の1（8）②を準用すること。また、介  

護福祉士の異数叫   

常勤換算方法を用し、て算出した値が、必要な人数を満たすものでなけ   

ればならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月におい   
て直近三月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが  
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必要であり、瑚の5  

の届出を提出しなければならない。   

なお、㈲を取  

得している者とすること。  

⑤瀾提供体制強化加   

算は算定できない。  

（9）看護体制加算について   

①潮、指定短期入  

所生活介護事業所とは別に、それぞれ必要な数の看護職員を配置する  

必要がある。卿おりとする。  

イ御車業  

所における看護師の配置にかかわらず、指定地域密着型介護老人福  

祉施設として別に瑚算  

定が可能である。   

ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、併設の指定短期入所生活介護事業   

所における看護職員の配置にかかわらず、看護職眉ダ指定地域密着   

型介護老人福祉施設における勤務時間を当該事業所において寛勉旦   

従業者が勤務すべき時間数（一週間に勤務すべき時間数が三三壁間   

を下回る場合は三二時間を基本とする。）‾祁麟   
数が二五又はその端数を増すごとに明こ算定が可能   

である。  

潮目舌介護を行っ   

ている場合にあっては、御者と  

指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として  

い、一体的に加算を行うこと  

③御   

口及び看護体制加算（Ⅲ）ロは、それぞれ同時に算定することが可能で   

ある。この場合にあっては、御算   

聯イ又はワに   

おける看護職員の配置数の計算に含めることが可能であ皇L  

④ 「二四時間の連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するもの   

ではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設か   

ニ ー・・モーーニ⊥＿三＿・．‾∴ 
イ閻夜  

間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指  
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声   

針やマニュアル等）閻  
口働職員による協議の上、看  

護職貞不在時㈱  

うなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされているこ  

上旦＿  

ハ働引こ対して、イ及びロの内容  

が周知されていること。  

干潮異なる場合には、  

電話やFAX等により入所者卿、  
オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

といった体制を準備するHを想定している。  （1㈱て   
① 夜勤を行う職員の数は、牒日平均夜勤  

職員数は、暦凡ご引こ夜勤時間帯（午後rO暗から翌日の午前五時ま  
での時間を含め七連続する一六時間をいう。）に串ける延夜勤時間数  

を脚こ一六を乗じて得た数で曝することによって算定し、  

小数点第三位以下は切り捨てるものとする。   

②凍ま、当該  

廼設のチニット部分とそ榊」して加  

算の算定の可否を判断することと∴し、ユニット部分においてカロ算の算  

定基準を満たした場合にはユニット部分卿  

置加算イⅡ）イ又はロを、ユニット部分以外の部分において加算の算  

定基準を満たした場合には当該部分の入所者について夜勤職員配置加  

算（Ⅰ）／仁又はロを、それぞれ算定することとする。   

③働没している場合又は特別養護老  

人ホー頻  

っては、指定短期入所生碍介護の利用者数と指定地域密着型介護老人  

福祉施設の入所者数を合算した人数を指定地域密着型介護老人福祉施  
設嘲 以上土  

回って配置した場合に、加算を行う。   
④ ユキツト型指定地域密着型介護考人福祉施設及び一部ユニット型章旨  

定地域密着型介護考人福祉施設のユニツ卜部分にあっては、増配した  

夜勤職員については榊、  

ものとするこL  
（11）準ユニットケア加算について  姐 準ユニットケア加算について  
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注6の準ユニットケア加算は、施設基準第二十五号において定める基   

準に適合しているものとして市町村長に届け出た場合に算定されるが、   

その取扱いについては、以下のとおりとすること。なお、施設の一部の   
みで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に   

入所する者についてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。   

イ 「プライバシー の確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で  

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され  

ることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテン  
による仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていること  
は認める。   

ロ ー人当たりの面積基準については、四人部屋に中廊下を設けて居室  

を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間につ  

いての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体として一人当たりの  

面積基準を満たしていれば足りることとする。  

（12）若年性認知症入所者受入加算について  

3の（6）を準用する。  

注6の準ユニットケア加算は、施設基準第二十五号において定める基  
準に適合しているものとして市町村長に届け出た場合に算定されるが、  

その取扱いについては、以下のとおりとすること。なお、施設の一部の  

みで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に  

入所する者についてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。  

イ 「プライバシー の確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で   

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され   

ることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテン   
による仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていること   

は認める。  

ロ ー人当たりの面積基準については、四人部屋に中廊下を設けて居室   

を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間につ   

いての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体として一人当たりの   

面積基準を満たしていれば足りることとする。  

廷迫個別機能訓練加算について  

6の（2）を準用する。  

吐吐精神科を担当する医師に係る加算について   

① 注上之に規定する「認知症である入所者」とは、次のいずれかに該当  

する者とすること。  

イ 医師が認知症と診断した者  

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老  
人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人等介護加算  

制度について」（平成六年九月三十日老計第百三十一号）における  

認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は  
必要としない。   

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、  
認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。   

③ 注上之において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ  

うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので  

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で  

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が  
担保されていると判断できる場合は算定できる。  

吐吐個別機能訓練加算について  

6の（2）を準用する。  

止辻精神科を担当する医師に係る加算について   

① 注旦に規定する「認知症（法第八条第十六項に規定する認知症をい  

う。以下同じ。）である入所者」とはこ次のいずれかに該当する者と   

すること。   

イ 医師が認知症と診断した者   

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老  
人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人等介護加算  

制度について」（平成六年九月三十日老計第百三十一号）における  

認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は  

必要としない。  

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、   

認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。  

③ 注旦において「精神呵を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ   

うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので   

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で   

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が   

担保されていると判断できる場合は算定できる。  
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④ 精神科を担当する医師について、往生＿による常勤の医師に係る加算  

が算定されている場合は、住建＿の規定にかかわらず、精神科を担当す  

る医師に係る加算は算定されないものであること。   

⑤ 健康管理を担当する指定地域密着型介護老人福祉施設の配置医師  
（嘱託医）が一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる  

場合は、配置医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤  

務時間三～四時間程度）までは加算の算定の基礎としないものである  

こと。（例えば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当す  
る医師の場合：六回一四回＝二回となるので、当該費用を算定できる  

ことになる。）   

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。  

建迫障害者生活支援具に係る加算について   

① 注j且の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十三号にお  

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の  

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当  

するものであること。  

イ 視覚障害者  

身体障害者福祉法（昭和二十凶年法律第二百八十三号）第十五条  

第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害  

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに  
準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ  

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者  

口 聴覚障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の  

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると  

認められる聴覚障害を有する者  
ハ 言語機能障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障  

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が  

あると認められる言語機能障害を有する者  

二 知的障害者  

「療育手帳制度につ㌧、て」 （昭和四十八年九月二十七日付厚生省  

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官  

通知）第五の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が  

「療育手帳制度の実施について」（昭和四十八年九月二十七日児発  

④ 精神科を担当する医師について、注旦による常勤の医師に係る加算  
が算定されている場合は、注旦の規定にかかわらず、精神科を担当す  

る医師に係る加算は算定されないものであること。   

⑤ 健康管理を担当する指定地域密着型介護老人福祉施設の配置医師  
（嘱託医）が一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる  

場合は、配置医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤  

務時間三～凶時間程度）までは加算の算定の基礎としないものである  

こと。（例えば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当す  
る医師の場合：六回一四回＝二回となるので、当該費用を算定できる  

ことになる。）   

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。  

吐狙障害者生活支援員に係る加算について   

① 注ユ旦の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十三号にお  

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の  

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当  

するものであること。  

イ 視覚障害者  

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条  

第凶項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害  

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに  
準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ  

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者  

口 聴覚障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の  

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると  

認められる聴覚障害を有する者  
ハ 言語機能障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障  

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が  

あると認められる言語機能障害を有する者  

二 知的障害者  

「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付厚生省  

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官  

通知）第五の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が  

「療育手帳制度の実施について」 （昭和四十八年九月二十七日児発  
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第七二五号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局  

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するA（重度）  

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十  

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知  

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定  

する重度の障害を有する者   

② 注旦1の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援員に係る  

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知  

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。  

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対  

応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え  

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴  

覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又  

は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで  

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。   

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告  

示第二十四号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者  

福祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的  

障害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五  

年以上の者とする。  

（16）入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について   

① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の  

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊  

を行う場合は、六日と計算されること。  

（例）  

入院又は外泊期間：三月一日～三月八日（八日間）  

三月一目 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定  

三月二日～三月七日（六日間）  
∴…一日につき三盟主単位を算定可  

三月八日 入院又は外泊の終了……所定単位数を算定   

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し  
た目の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ  
のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊  
時の費用は算定できない。   

③．入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の  

第七二五号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局  

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するA（重度）  

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十  

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知  

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定  

する重度の障害を有する者   

② 注ユ旦の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援具に係る  

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知  

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。  

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対  

応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え  

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴  

覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又  

は他の職権が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで  

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。   

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告  

示第二十凶号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者  

福祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的  

障害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五  

年以上の者とする。  

（13）入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について   

① 注11により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の  

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊  

を行う場合は、六日と計算されること。  

（例）  

入院又は外泊期間：三月一目～三月八日（八日間）  

三月一日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定  

三月二日～三月七日（六日間）  

－＝‥一日につき三三立単位を算定可  

三月八日 入院又は外泊の終了……所定単位数を算定   

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し  
た日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ  
のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊  

時の費用は算定できない。   

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の  
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算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー  

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者  

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可  

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で  

きないこと。   

④ 入院又は外泊時の取扱い  

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で  
月をまたがる場合は、最大で連続一三泊（一二日分）まで入院又は  

外泊時の費用の算定が可能であること。  

（例）月をまたがる入院の場合  

入院期間：一月二十五日～三月八日  

一月二十五日 入院……所定単位数を算定  

一月二十六日～一月三十一■日（六日間）  

……一 日につき三三9単位を算定可  

二月一日～二月六日（六日間）  

……一 目につき三三9単位を算定可  

二月七日～三月七日……費用算定不可  

三月八日 退院……所定単位数を算定  

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家  
族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。  

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は  
算定されないものであるノこと。  

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連  

絡調整、情報提供などの業務にあたること。  
地初期加算について   

① 入所者については、指定地域密着型介護老人福祉施設へ入所した当  

初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることか  

ら、入所日から三○日間に限って、一日につき三○単位を加算するこ  

と。   

② 「入所日から三○日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って  
いる間は、初期加算を算定できないこと。   

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただしJ「自立度判定基準」  

邑主星ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）  

の間に、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所したことがない  

算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー  

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者  

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可  

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で  

きないこと。   

④ 入院又は外泊時の取扱い  

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で  

月をまたがる場合は、最大で連続一三泊（一二日分）まで入院又は  

外泊時の費用の算定が可能であること。  

（例）月をまたがる入院の場合  

入院期間：一月二十五日～三月八日  

一月二十五日 入院……所定単位数を算定  

一月二十六日～一月三十一日（六日間）  
・‥・‥一 日につき三堕さ単位を算定可  

二月一日～二月六日（六日間）  

……一 日につき三些杢単位を算定可  

二月七日～三月七日……費用算定不可  

三月八日 退院…‥・所定単位数を算定  

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家  

族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。  

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は  

算定されないものであること。  

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連  

絡調整、情報提供などの業務にあたること。  

吐辻初期加算について  

（D 入所者については、指定地域密着型介護老人福祉施設へ入所した当  

初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることか  

ら、入所日から三○日間に限って、一日につき三○単位を加算するこ  

と。   

② 「入所日から三○日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って  

いる間は、初期加算を算定できないこと。   

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度の  

ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）の間  

に、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所したことがない場合  
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場合に限り算定できることとする。  

なお、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床利用の  

短期入所生活介護（単独型の場合であっても指定居宅サービスに要す  

る費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居  

者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の  

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい て（平成十二  

年老企第四○号）第二の1の（2）の②に該当する場合を含む。）を利用  

していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合  

（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）に  

ついては、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三○  

日から控除して得た日数に限り算定するものとする。   

④ 三○日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③  
にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。  

址退所時等相談援助加算について   

① 退所前後訪問相談援助加算  

イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見  

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を  

訪問して退所彼の居宅サービス等について相談援助を行った場合  

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所  
に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、  

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この  

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設  

サービス計画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問  

相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最  

終調整を目的として行われるものであること。  

ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助  

加算は訪問日に算定するものであること。  

ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの  
であること。  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職  
員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  

ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行  

に限り算定できることとする。  

なお、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床利用の  

短期入所生活介護（単独型の場合であっても指定居宅サービスに要す  

る費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居  

者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の  

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成十二  

年老企第四○号）第二の1の（2）の②に該当する場合を含む。）を利用  

していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合  
（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）に  

ついては、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三○  

日から控除して得た日数に限り算定するものとする。   

④ 三○日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③  
にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。  

地退所時等相談援助加算について   

① 退所前後訪問相談援助加算  

イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見  

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を  

訪問して退所彼の居宅サービス等について相談援助を行った場合  

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所  
に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、  

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この  

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設  

サービス計画の策定に当たづて行われるものであり、二回目の訪問  

相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最  

終調整を目的として行われるものであること。  

ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助  

加算は訪問日に算定するものであること。  

ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの  
であること。  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職  

員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  
ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行  
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うこと。  

へ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び  
相談援助の内容の要点に関する記録を行う 

② 退所時相談援助加算  

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

a 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活  

に関する相談援助  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退所する者の介助方法に関する相談援助  

ロ ①のハからへまでは、退所時相談援助加算について準用する。  

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福  
祉法第二十条の七のこに規定する老人介護支援センターに替え、法  

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し  

て行った場合についても、算定できるものとする。   

③ 退所前連携加算  

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退  

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、  

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場  

合に、入所者一人につき一回に限り退所目に加算を行うものである  

こと。  

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要  

点に関する記録を行うこと。  

ハ ①のハ及びこは、退所前連携加算について準用する。  

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携  

加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定で  

きるものとする。  

地従来型個室に入所していた者の取扱いについて  
注l且に規定する措置については、地域密着型介護福祉施設サービスを   

受ける者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、   

平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続し   

て当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室   
の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となるこ   

と。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該  

うこと。  

へ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び  
相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。   

② 退所時相談援助加算  

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

a 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活  

に関する相談援助  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退所する者の介助方法に関する相談援助  

ロ ①のハからへまでは、退所時相談援助加算について準用する。  
ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福  

祉法第二十条の七のこに規定する老人介護支援センターに替え、法  

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し  

て行った場合についても、算定できるものとする。   

③ 退所前連携加算  

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退  

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、  

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場  

合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算を行うものである  

こと。  

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った目及び連携の内容の要  

点に関する記録を行うこと。  

ハ ①のハ及びこは、退所前連携加算について準用する。  

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携  

加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定で  

きるものとする。  

廷迫従来型個室に入所していた者の取扱いについて  

注主互に規定する措置については、地域密着型介護福祉施設サービスを   

受ける者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、   

平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続し   

て当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室   
の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となるこ   

と。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該  
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